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（１）千葉県道路メンテナンス会議の概要

• 道路メンテナンス会議の概要
• 千葉県道路メンテナンス会議の主な取り組み
• 千葉県道路メンテナンス会議の活動予定
• 道路メンテナンスに関する研修の開催予定
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・関係機関の連携による検討体制を整え、課題の状況を継続的に把握・共有し、効果的な⽼朽化対策の推進を
図ることを目的に、平成26年7月までに各都道府県で「道路メンテナンス会議」を設置

・鉄道を跨ぐ道路橋の管理者及び鉄道事業者が相互に意⾒交換と情報共有を図り、円滑な協議・調整を構築して、
安全かつ円滑な交通の確保及び効率的な道路管理を実現することを目的に、道路メンテナンス会議の下部組織
として、各都道府県で平成28年度に設置

道路メンテナンス会議及び道路鉄道連絡会議の概要

 地方整備局（直轄事務所）
 地方公共団体（都道府県、市町村）
 ⾼速道路会社（NEXCO、首都⾼速、阪神⾼速、本四⾼速、

指定都市⾼速等）
 道路公社

体制
1. 研修、基準類の説明会等の調整
2. 点検、修繕において、優先順位等の考え方に該当する路線の

選定、確認
3. 点検、措置状況の集約、評価、公表
4. 点検業務の発注支援（地域一括発注等）
5. 技術的な相談対応 等

役割

○ 鉄道を跨ぐ全ての道路橋（跨線橋）
○ 道路を跨ぐ全ての鉄道橋（跨道鉄道橋※）
※跨道鉄道橋は、道路鉄道連絡会議では必要に応じて対象とする。

対象施設

○ 地方整備局（道路部、直轄事務所）
○ 地方運輸局（鉄道部）
○ 地方公共団体（都道府県、政令市、市町村）
○ ⾼速道路会社（NEXCO、首都⾼速、阪神⾼速、本四⾼速）
○ 鉄道事業者

構 成 員

○ 点検計画、修繕、耐震補強計画等の調整
○ メンテナンスに関する情報共有
○ 耐震補強に関する情報共有
○ その他要望、要請事項、意⾒交換等

役 割
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千葉県道路メンテナンス会議の主な取り組み

 橋梁点検研修会（点検の実施と記録）
【令和２年度】

＜開 催 ⽇＞ 令和３年３⽉１５⽇
＜開催場所＞ 袖ケ浦市飯富2360（袖ヶ浦市管理 飯富上池下橋）
＜研修内容＞ 溝橋の直営による実施方法

桁下⾯点検、路⾯点検、
損傷図記載方法、損傷程度の評価、
写真撮影方法

＜参加者＞ 自治体職員 12名

令和３年度、令和４年度 ※コロナ状況により中止

【
千
葉
県
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
会
議
】

令和４年度 第1回千葉県道路メンテナンス会議令和４年 ８⽉ ２⽇

令和４年度 千葉県道路鉄道連絡会議令和４年 ８⽉ ２⽇

【令和４年度開催状況】

【
橋
梁
点
検
研
修
会
】

【これまでの活動】
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令和５年度千葉県道路メンテナンス会議の活動予定

321121110987654

道路メンテナンス会議

道路鉄道連絡会議

確認書

橋梁点検学習会

橋梁補修⼯事⾒学会

8⽉31⽇
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道路メンテナンスに関する講演会・研修の開催予定

（橋梁点検実務講習会の実施状況）

（橋梁修繕⼯事現場⾒学会の実施状況）

橋梁点検現地講習会
対 象︓自治体職員
予定⼈数︓20名程度
時 期︓１１⽉頃＜半⽇間＞
場 所︓千葉県内の地公体管理の橋梁
目 的︓点検に必要な基礎知識を習得するための実習

橋梁補修⾒学会
対 象︓自治体職員
予定⼈数︓20名程度
時 期︓１１⽉頃＜半⽇間＞
場 所︓千葉県内の橋梁
目 的︓橋梁補修に関する基礎知識を習得するため

令和５年度の道路メンテナンスに関する研修
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（２）跨線橋の点検・修繕状況等

• 千葉県の跨線橋の点検結果（Ｒ４）
• 千葉県の令和４年度末の跨線橋の修繕実施状況
• 千葉県の令和５年度の点検予定（道路管理者別）
• 千葉県の令和５年度の点検予定（鉄道事業者別）
• 千葉県の令和５年度の修繕予定
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千葉県の跨線橋の点検結果（R４）

判定区分内訳
点検実施数管理施設数道路管理者

ⅣⅢⅡⅠ

0011234国
021131634⾼速道路会社
046616114県
25282156270市町村
211463190452合計

34%

38%

38%

19%

50%

51%

50%

38%

69%

50%

13%

9%

25%

13%

0%

3%

4%

0%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

市町村

県

⾼速道路会社

国

千葉県の跨線橋の点検結果（R４）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

出典︓点検データ等⼊⼒システム
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千葉県の令和４年度末の跨線橋の修繕実施状況

修繕着⼿率

（B/A）

R4末
修繕工事着⼿数

（C）

R4末
修繕設計着⼿数

（B）

R3末
Ⅲ判定施設数

（A）
道路管理者

86%067国

100%044⾼速道路会社

52%71427県

64%113352市町村

63%185790合計

出典︓点検データ等⼊⼒システム
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千葉県の令和５年度の点検予定（道路管理者別）

点検割合
(B/A)

R5点検予定
(B)

管理施設数
(A)

道路管理者

3%134国

18%634⾼速道路会社

33%38114県

12%32270市町村

17%77452合計



令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議 11令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議

千葉県の令和５年度の点検予定（鉄道事業者別）
点検割合

(B/A)

R5点検予定
(B)

管理施設数
(A)

鉄道事業者

3%138ＪＲ東京支社

20%50254ＪＲ千葉支社

0%01ＪＲ貨物

21%1886京成電鉄

25%520東武鉄道

0%06小湊鐵道

0%03いすみ鉄道

20%15新京成電鉄

8%226北総鉄道

0%01銚子電鉄

17%16流鉄

0%018千葉ニュータウン鉄道

50%24京葉臨海鉄道

0%03東葉⾼速鉄道

0%01山万

17%95472合計
※管理施設数等は同一橋梁が複数鉄道会社を跨いでいる箇所があるため、道路管理者別の数値と一致しない。
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千葉県の令和５年度の修繕予定
内訳R5修繕

予定Ⅲ・Ⅳ管理
施設数鉄道事業者

市町県高速国
400042038ＪＲ東京支社

67001358254ＪＲ千葉支社

0000011ＪＲ貨物

30003886京成電鉄

00000220東武鉄道

0000006小湊鐵道

0000003いすみ鉄道

0000025新京成電鉄

00000526北総鉄道

0000001銚子電鉄

0000026流鉄

00000018千葉ニュータウン鉄道

0000004京葉臨海鉄道

0000003東葉⾼速鉄道

0000001山万

137002098472合計
※管理施設数等は同一橋梁が複数鉄道会社を跨いでいる箇所があるため、道路管理者別の数値と一致しない。



13令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議

（３）跨線橋に関する情報提供

• 確認書の取り交わしについて
• 鉄道委託⼯事を⾏う場合の透明性確保の徹底
• その他（意⾒交換）
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確認書の取り交わしについて

道路法施⾏規則改正により、跨線橋の維持及び修繕の方法を予め定めておくこと
となった。（道路法施⾏規則第四条の五の六の四）

各鉄道事業者国
⾼速道路会社

県
市町村

道路管理者
（道路メンテナンス会議）

①協議

②回答（確認書）

③個別の調整

① 道路事業者の点検・修繕の時期（年度）について、道路メンテナンス会議がとりまとめ、
各鉄道事業者と協議

② 鉄道事業者は、点検・修繕の時期を検討し、道路メンテナンス会議に回答
③ 実施に当たり、事務手続きや詳細計画は、各道路管理者と各鉄道事業者で調整

※ 確認書の取り交わし（更新）が出来ていない各鉄道事業者とは、引き続き調整をさせて
頂き、早期の取り交わしに向け手続きを進めて⾏きたい。
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鉄道委託工事を⾏う場合の透明性確保の徹底

事業の透明性を確保することは重要な課題であり、会計検査において、質疑や講評で言及
されている状況にあり、より一層の事業の透明性確保や説明責任が求められている。

「公共事業における鉄道委託⼯事を⾏う場合の透明性確保の徹底に関する申し合わせ」
（H20.12.25）により、事業実施主体（道路管理者）は、「請負⾦額内訳書」等の提出を受
託者（鉄道事業者）に求めることとされている。

過去の会計検査院による是正改善措置
・鉄道委託⼯事における管理費について、その内訳等を確認しないまま精算。
・跨線橋の橋桁の製作及び運搬について、自ら発注して実施することが可能であるのに鉄
道事業者に委託。
・踏切道の統廃合を⾏わない場合の踏切道の拡幅に係る委託⼯事の舗装修繕費について、
内容を確認しないまま鉄道事業者が要求した額を委託⼯事費に含めていた。

道路管理者に対し、透明性の確保について、再徹底の事務連絡が発出された。
また、鉄道事業者においては、関係部署に共有するなど協⼒をお願いしたい。
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（４）千葉県内の点検・修繕の状況等
• 千葉県の点検実施状況【実施数】（橋 梁）
• 千葉県の点検実施状況【実施数】 （トンネル）
• 千葉県の点検実施状況【実施数】 （道路附属物等）
• 千葉県の令和４年度の点検実施状況【判定】 （橋梁）
• 千葉県の令和４年度の点検実施状況【判定】 （トンネル）
• 千葉県の令和４年度の点検実施状況【判定】 （道路附属物等）
• 千葉県の修繕進捗状況（橋梁）
• 千葉県の修繕進捗状況（トンネル）
• 千葉県の修繕進捗状況（道路附属物等）
• 計画的な補修・修繕を実施する為の課題等
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千葉県の点検実施状況【実施数】（橋梁）
千葉県の橋梁の点検実施状況は、管理施設数（11,904橋）に対して、５カ年の等分で点検するとし
た場合、2巡目4カ年で80％のところ約79%の実績。2巡目5カ年で100%のところ約95%の予定。

２巡目
５カ年
合計

点検
予定数
（Ｒ５）

２巡目
４カ年
実施計

点検
実施数
(Ｒ４)

点検
実施数
(Ｒ３)

点検
実施数
(Ｒ２)

点検
実施数
(Ｒ１)

管理
施設数管理者

428

(101%)
88

340

(80%)
84799384424国⼟交通省

773

(108%)
170

603

(84%)
165190144104718⾼速道路会社

2,209

(100%)
436

1,773

(80%)
6037042761902,211

千葉県
（公社含む）

7,910

(93%)
1,226

6,684

(78%)
1,92825971,6614988,551市町村

11,323
(95%)

1,920
9,403
(79%)

2,7803,5702,17487611,904合計
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千葉県の点検実施状況【実施数】（トンネル）
千葉県のトンネルの点検実施状況は、管理施設数（451本）に対して、５カ年の等分で点検すると
した場合、2巡目4カ年で80％のところ約51%の実績。2巡目5カ年で100%のところ98%の予定。

２巡目
５カ年
合計

点検
予定数
(Ｒ５)

２巡目
４カ年
実施計

点検
実施数
(Ｒ４)

点検
実施数
(Ｒ３)

点検
実施数
(Ｒ２)

点検
実施数
(Ｒ１)

管理
施設数管理者

26

(100%)
4

22

(85%)
0115626国⼟交通省

56

(104%)
14

42

(78%)
17136654⾼速道路会社

135

(99%)
40

95

(70%)
4217531136

千葉県
（公社含む）

227

(97%)
154

73

(31%)
211546235市町村

444
(98%)

233
232

(51%)
80383189451合計
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千葉県の点検実施状況【実施数】（道路附属物等）
千葉県の道路付属物等の点検実施状況は、管理施設数（2161）に対して、５カ年の等分で点検すると
した場合、2巡目4カ年で80％のところ約59%の実績。2巡目5カ年で100%のところ約93%の予定。

※道路附属物等︓⼤型カルバート、シェッド、横断歩道橋、門型標識

２巡目
５カ年
合計

点検
予定数
（Ｒ５）

２巡目
４カ年
実施計

点検
実施数
(Ｒ４)

点検
実施数
(Ｒ３)

点検
実施数
(Ｒ２)

点検
実施数
(Ｒ１)

管理
施設数管理者

286

(105%)
104

182

(67%)
40525535273国⼟交通省

662

(92%)
206

456

(64%)
14013351132718⾼速道路会社

191

(90%)
123

68

(32%)
048128212

千葉県
（公社含む）

201

(85%)
56

145

(61%)
46442629236市町村

1,340
(93%)

489
851

(59%)
2262771442041,439合計
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千葉県の令和４年度の点検実施状況【判定】（橋梁）
千葉県の橋梁の点検結果は、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態の判定区分Ⅱ
が1,316橋（約47％） 、早期に措置を講ずべき状態の判定区分Ⅲが233橋（約8％）、緊急に措置を
講ずべき状態の判定区分Ⅳが3橋（0.1％）であった。

判定区分内訳
点検実施数管理施設数管理者

ⅣⅢⅡⅠ

0

(0.0%)

17

(20%)

45

(54%)

22

(26%)
84424国⼟交通省

0

(0.0%)

4

(2.4%)

100

(61%)

61

(37%)
165718⾼速道路会社

0

(0.0%)

65

(11%)

293

(49%)

243

(40%)
6032,211

千葉県
（公社含む）

3

(0.2%)

147

(7.6%)

876

(45.%)

888

(46%)
1,9288,551市町村

3
(0.1%)

233
(8.4%)

1,316
(47%)

1,215
(44%)

2,78011,904合計

※「令和５年８⽉２５⽇現在速報値」精査中



令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議 21令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議

千葉県の令和４年度の点検実施状況【判定】（トンネル）
千葉県のトンネルの点検結果は、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態の判定区
分Ⅱが56本（約70％）、早期に措置を講ずべき状態の判定区分Ⅲが23本（28％）、緊急に措置を
講ずべき状態の判定区分Ⅳはなかった。

判定区分内訳
点検実施数管理施設数管理者

ⅣⅢⅡⅠ

0

(0.0%)

0

(0.0%)

0

(0.0%)

0

(0.0%)
026国⼟交通省

0

(0.0%)

2

(12%)

14

(82%)

1

(5.9%)
1754⾼速道路会社

0

(0.0%)

17

(41%)

25

(60%)

0

(0.0%)
42136

千葉県
（公社含む）

0

(0.0%)

4

(19%)

17

(81%)

0

(0.0%)
21235市町村

0
(0.0%)

23
(29%)

56
(70%)

1
(1.3%)

80451合計

※「令和５年８⽉２５⽇現在速報値」精査中



令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議 22令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議

千葉県の令和４年度の点検実施状況【判定】（道路附属物等）
千葉県の道路附属物等の点検結果は、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態の判
定区分Ⅱが155施設（約50％）、早期に措置を講ずべき状態の判定区分Ⅲが12施設（約4％）、緊
急に措置を講ずべき状態の判定区分Ⅳは1施設（0.3%）であった。

判定区分内訳
点検実施数管理施設数管理者

ⅣⅢⅡⅠ

0
5

(14%)

28

(76%)

4

(11%)
37995国⼟交通省

0
3

(1.4%)

97

(46%)

112

(53%)
212718⾼速道路会社

00
5

(46%)
011212

千葉県
（公社含む）

1

(2.2%)

4

(8.9%)

25

(56%)

14

(31%)
45236市町村

1
(0.3%)

12
(3.9%)

155
(51%)

130
(43%)

3052,161合計

※道路附属物等︓⼤型カルバート、シェッド、横断歩道橋、門型標識 ※「令和５年８⽉２５⽇現在速報値」精査中



令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議 23令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議

R5修繕
予定数

（内Ⅲ判定）

R4末
修繕工事着⼿数

C
(C/A)

R4末
修繕設計着⼿数

B
(B/A)

Ｒ4末
Ⅲ･Ⅳ判定施設数

A

管理者

4
10

(11%)

47

(51%)
93国⼟交通省

1
13

(48%)

21

(78%)
27⾼速道路会社

2
119

(36%)

204

(62%)
331

千葉県
（公社含む）

8
106

(17%)

258

(43%)
607市町村

15
248

(23%)

530

(50%)
1,058合計

264
(25%)

529
(49%)

1,074
【参考】

R3末
県内地公体合計

千葉県の橋梁における措置が必要な施設は1,058橋、うち設計着手済は530橋（49％）、⼯事着手
済は264橋（25％）。前年度の県内全地公体合計と⽐較すると設計、⼯事着手率は横ばいである。

千葉県の修繕実施状況（橋梁）

※「令和５年８⽉２５⽇現在速報値」精査中



令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議 24令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議

R5修繕
予定数

（内Ⅲ判定）

R4末
修繕工事着⼿数

C
(C/A)

R4末
修繕設計着⼿数

B
(B/A)

Ｒ4末
Ⅲ･Ⅳ判定施設数

A

管理者

0
1

(11%)

6

(67%)
9国⼟交通省

0
4

(57%)

4

(57%)
7⾼速道路会社

9
16

(39%)

25

(61%)
41

千葉県
（公社含む）

0
21

(34%)

35

(57%)
61市町村

9
42

(36%)

70

(59%)
118合計

36
(40%)

54
(61%)

89
【参考】

R2末
県内地公体合計

千葉県のトンネルにおける措置が必要な施設は118本、うち設計着手済は70本（59％）、⼯事着手
済は42本（36％）。前年度の県内全地公体合計と⽐較すると設計、⼯事着手率は、ほぼ横ばい。

千葉県の修繕実施状況（トンネル）

※「令和５年８⽉２５⽇現在速報値」精査中



令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議 25令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議

R5修繕
予定数

（内Ⅲ判定）

R4末
修繕工事着⼿数

C
(C/A)

R4末
修繕設計着⼿数

B
(B/A)

Ｒ4末
Ⅲ･Ⅳ判定施設数

A

管理者

12
4

(6%)

30

(46%)
65国⼟交通省

4
4

(57%)

2

(29%)
7⾼速道路会社

5
33

(63%)

43

(83%)
52

千葉県
（公社含む）

2
8

(30%)

12

(44%)
27市町村

23
49

(32%)

87

(58%)
151合計

27
(17%)

88
(55%)

160
【参考】

R2末
県内地公体合計

千葉県の道路附属物等における措置が必要な施設は151施設、うち設計着手済は87施設（58％）、
⼯事着手済は49施設（32％）。前年度の県内全地公体合計と⽐較すると設計はほぼ同様、⼯事着
手率は約２倍に増加。

千葉県の修繕実施状況（道路附属物等）

※道路附属物等︓⼤型カルバート、シェッド、横断歩道橋、門型標識 ※「令和５年８⽉２５⽇現在速報値」精査中



令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議 26令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議

千葉県の点検結果を踏まえた修繕等措置の実施状況
計画的な補修・修繕を実施する為の課題等（地公体の意見の一部）

・計画的な補修・修繕を実施していくには、補助金の活用が必要不可欠な実態。
補助金の交付率の拡充をお願いしたい。
・資材価格や人件費等の上昇により補修・修繕が高額となっている。
・現在の財政状況から予算確保が厳しい状況にある。（多数意見）
・将来、技術者不足で計画的な補修・修繕を実施することが困難になると予測。

・限られた予算、職員で対応するため、修繕実施までに劣化が進行し、追加補修
が必要となる場合がある。（予防保全に至らない）
・技術職員の不足により橋梁補修等に対する技術力の向上が課題。
・Ⅲ判定を優先的に実施することから、予防保全型に移行できていない。
・対策区分Mの段階での修繕が有効であるが、他自治体の対応を知りたい。
・橋梁毎の健全性判定区分Ⅱについて他自治体の対応を知りたい。



27令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議

（５）個別施設計画の策定状況

• 個別施設計画の体系
• 個別施設計画の策定状況
• 未策定に関する課題
• 計画更新に関する課題



令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議 28

個別施設計画の策定



令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議

個別施設計画の策定状況

29

個別施設計画の策定状況（2022 年度末時点）

○各道路管理者は、橋梁・トンネル・道路附属物等の定期点検の結果に基づき個別施設計画を策定。
○ 2022 年度末時点における橋梁の個別施設計画策定率は、橋梁で99%、管理者別では、
都道府県・政令市等 96%、市区町村 99%。

○ トンネル及び道路附属物等の計画策定率はそれぞれ97%、96%。

※出典：Ｒ４道路メンテナンス年報



令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議 30

個別施設計画の策定状況（2022 年度末時点）
○国のインフラ長寿命化基本計画（2013 年）では2020 年頃までの長寿命化修繕計画 （個別施設計画）の策定を
目標としていますが、2022 年度末時点で計画を策定していない地方公共団体が13 団体あり、
策定済みで公表していない地方公共団体は125団体あります。
○修繕の時期や内容を橋梁毎に示していない計画となっている地方公共団体は25 団体。
○また、計画の策定後に点検結果を反映するなど計画の更新を行っていない地方公共団体は68 団体。
○橋梁等の老朽化対策を計画的・効率的に進めるためにも、長寿命化修繕計画を策定するとともに、
点検結果を踏まえ、更新を行うことが重要です。

【橋梁（２ｍ以上）の長寿命化修繕計画（個別施設計画）の策定、記載内容、更新の状況（地方公共団体）】

※全 国︓2023年3⽉31⽇時点（国⼟交通省道路局調べ）
※千葉県︓2023年3⽉31⽇時点（千葉県・千葉市）精査中

千葉県
55団体

全国
1,781団体

全国
1,781団体

千葉県
55団体

【未策定】
１団体(2%)

【公表済】
54団体
(98%)

30

【未策定】
１団体(2%)

【修繕の情報無し】
24団体
(44%)

26

【
修
繕
の
情
報
あ
り
】

【
修
繕
費
用
】

団
体

(47%)
(55%)

団
体

【修繕の情報無し】
25団体(1%)



令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議 31令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議

個別施設計画の記載内容
○ 2022 年度末時点で、橋梁の長寿命化修繕計画（個別施設計画）に「新技術等の活用方針」を記載している
地方公共団体は1,534 団体であり、「集約・撤去など費用の縮減に関する具体的な方針」を記載している
地方公共団体は1,491 団体です。
○ 「短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果」を記載している地方公共団体は、「新技術等の活用」で760 団体、
「集約・撤去」で614 団体です。

【橋梁（２ｍ以上）の長寿命化修繕計画（個別施設計画）における記載状況（地方公共団体）】 ※出典：Ｒ４道路メンテナンス年報



令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議 32令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議

千葉県の個別施設計画の策定状況

道路附属物等
トンネル橋 梁

門型標識横断歩道橋シェッド大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ

８２０２１１２２５５対象自治体

６１９２９２１５４策定済

２１０２１１未策定

７５％９５％１００％８２％９５％９８％策定率

67%

95%

100%

82%

95%

98%

22%

5%

0%

18%

5%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

門型標識

横断歩道橋

シェッド

⼤型カルバート

トンネル

橋 梁

個別施設計画 策定状況

策定済 未策定
（R5.3.31時点）

※表内数値は、地方公共団体数を示す



令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議 33令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議

個別施設計画の未策定に関する課題
未策定の理由や課題（地公体の意見の一部）

・補助金要綱改正に伴い事業要件が追加（新技術の活用や集約化・撤去の検討等）されると、
「計画反映に時間を要する」「委託費用がかかる」。
・人員不足により事後保全となっており策定に至っていない。
・計画が多く把握しきれなくなってきている。
・計画の目的まで到達せず、計画を作ること自体が目的となってしまっている。
・小規模市町村では計画策定がかなりの負担
・個別施設計画を策定する為の調査委託費に係る予算確保が厳しい。
・直近で点検を予定しており点検後のＲ５に計画策定を予定。
・長寿命化計画について、参考歩掛がなく都度見積を聴取する必要がある。
・策定要領等が無く必要要件が不明瞭。
・施設数が多く個別施設計画の策定に時間を要する。



令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議 34令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議

個別施設計画の計画更新に関する課題
・集約・撤去や新技術等の活用に関する短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果の記載が
令和８年度から要件化。

・要件を満たす計画への更新を経過措置期間中に行うことや、短期的な数値目標を計画へ記
載することや実施することに対する課題とは。（地公体の意見の一部）

【更新を経過措置期間中に行うこと】
・次回計画の改定をＲ８に予定していたため、前倒しして計画の改定を行わなければならない。
・長寿命化修繕計画の事業中であり、計画全体の見直しが行えず一部のみの見直しになる。
・計画更新の都度、掲載する項目が増加・高度化すると、更新業務を業者委託にて実施する
しかなく、委託料も増加し、本工事費用を圧迫している状態となってしまう。
・R7,R8次期点検、R9計画見直し予定のため次期点検後の計画見直しまでを期限としたい。
・５年ごとに点検を行い修繕計画を更新していくため移行期間を長めにとってほしい。（５年程度）
・「補助要件の変更」及び「点検後の評価」に伴う２回の計画更新を行う必要が生じるため、
費用の捻出が困難になる可能性がある。

【短期的な数値目標を計画へ記載・実施すること】
・短期的な数値目標を設定する際の基準や根拠等がない点が課題。
・短期的な数値目標の設定方法が要件化されていないことから、設定される数字の根拠が
曖昧になり、数値目標が形骸化する可能性が考えられる。
・長寿命化という観点からすると中長期的な考え方が一般的。



令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議 35令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議

個別施設計画の計画更新に関する課題
【人員・予算不足】
・要件を満たす計画にする為の予算・人員確保。数値目標等記載後の実現が課題。
・数値目標を設定しても、実際に実施できるかが不安。人員的及び予算的に難しい。
・コスト縮減効果の算定には更新作業を委託しなければならず、委託費の予算確保が難しい。

【集約撤去】
・地元住民の反対等により，目標期限までに数値目標を達成できなかった場合の対応。
・地元地域の合意形成に時間を要するため、数値目標や具体的計画を記載することが難しい。

・数値目標を記載すると、実績が求められることになるが、地元住民等の理解が必要となるた
め、短期的な実施を行うことは困難。
・少数でも利用者がいる場合には地元から反対されるため実施しづらい。
・住民の利便性（生活道路）に直結しているため理解を得るのが難しい。

【新技術】
・従来工法に比べコスト縮減効果があるという比較が必要。
・橋梁の多くが小規模な為、従来の目視点検が安価であり新技術によるコスト縮減は難しい。
・利用可能な新技術が少ない。

・断面修復やひび割れ補修等、新技術を反映することが困難な修繕内容が多く、採用できる橋
梁が少ない。



36令和５年度 第1回 千葉県道路メンテナンス会議

（６）新技術の活用
・点検における新技術の活用時の課題
・道路管理の新技術・好事例についてのニーズ
・道路管理の新技術についての取組事例
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新技術の活用
点検の新技術（点検支援技術）を活用する為の課題等（地公体の意見の一部）

・職員で活用できる新技術の場合、使用方法、運用方法に関する知識、技術の取得。
・小規模な橋梁が多い為、新技術を活用することで経費が高くなる傾向にある。（多数）
・小規模な施設の場合、活用できる新技術が少ない。
・点検委託業者の技術力の違いにより、新技術の活用意欲が異なる。
・新技術活用にあたり、設計根拠（歩掛かり）および日当り作業量等の情報が乏しい
・新技術を活用した事が無く、どのような技術をどの橋梁で活用すれば良いかノウハウが無い。
・人員不足や予算不足等の理由により検討が思うように進まない。
・新技術を活用する際の積算作業の負担が大きい。
・AI診断やドローンによる点検等の新技術を検討しているが、判定の正確性や詳細部の
確認不足となることなどが課題と考える。
・受託者に新技術を求めても提案がない、受託者も新技術の知識を深める必要を感じている。
・県内他市町村でどのような新技術を採用しているか、情報提供していただきたい。
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新技術の活用
道路管理の新技術・好事例についてのニーズ

・コンクリート橋の塩害抑制に関する新技術。
・類似技術が多々ある中で、その技術を採用した経緯（メリット・デメリット） コスト情報。
・少ない人員の中で、効率的な維持管理の方法紹介。

・舗装復旧または補修工事をする際、区画線延長や補修面積を計測する必要がある。多くの
時間と人員を要する為、新技術等用い容易に行うことができる事例。
・鉄道を跨ぐ橋梁の点検等に活用出来る新技術。
・「基礎の洗堀」「PCBが含有されたケースの塗替塗装」など具体的かつ様々な補修・損傷内容
の事例（補修計画・設計の際に有効）。
・市町村が管理する橋の大半は溝橋と思われ、小規模橋梁改修に関する好事例の充実。
・路面のひび割れ率をスマートフォン等で把握し、地図上に表示できる技術。

・アプリ等を操作する取り組みについては、別に操作方法等が分かる動画等がリンクされてい
るとより理解が深まる。
・コスト縮減や人的縮減の効果が大きく、且つ点検精度も従来と同程度となるような事例。
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新技術の活用
道路管理の新技術の取組事例

①千葉市 「ちばレポ（My City Report）」

②多古町 「スマートフォンを活用したインフラの⽇常管理システム」
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（７）その他
・関東道路メンテナンスセンターからの情報提供
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関東道路ＭＣからの情報提供
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関東道路ＭＣからの情報提供
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関東道路ＭＣからの情報提供
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